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認知症対応型共同生活介護
( 管理者)
3  共同生活住居の管理者は、適切な指定認知症対応型共同生活介護を提供するために必要な知識及び
経験を有し、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定
認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、3年以上認知症である者の介護
に従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければな
らない。

小規模多機能型居宅介護
( 管理者)
3  前2項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター( 老人福祉法第2 0条の2の2に規
定する老人デイサービスセンターをいう。以下同じ。) 、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模
多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所( 第193
条に規定する指定複合型サービス事業所をいう。次条においても同じ。) 等の従業者又は訪問介護員等
( 介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。次条、第111条第3項、第112条、
第192条第3項及び第193条において同じ。) として3年以上認知症である者の介護に従事した経験を
有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。

指定地域密着型サービス指定・運営基準に規定される研修

  【 いすみ市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例から　　　

　　管理者の資格要件部分を一部抜粋 】
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指定地域密着型サービス指定・運営基準に規定される研修

認知症対応型
共同生活介護

小規模多機能型
居宅介護

看護小規模多機能
型居宅介護

代表者

管理者

計画作成
担当

認知症対応型サービス事業開設者研修

認知症対応型サービス事業管理者研修

認知症介護実践研修「実践者研修」又は「旧基礎課程」

認知症介護実践研修「実践者研修」又は「旧基礎課程」

小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修
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研修についての情報

№ 研修名称 開催頻度

１
千葉県認知症介護基礎及び実践研修
（実践者研修、実践リーダー研修）

実践者研修
年５回程度

実践リーダー研修
年１回程度

２ 千葉県認知症対応型サービス事業管理者等研修 年４回程度

３ 千葉県認知症対応型サービス事業開設者研修 年２回程度

４ 千葉県小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 年３回程度

５ 認知症介護指導者養成研修 年３回程度

６ 千葉県介護支援専門員実務研修受講試験 年１回程度

ケアマネジャーに関する研修については、千葉県ホームページにて・・・
タイトル：「介護支援専門員（ケアマネジャー）の研修について」

https://www.pref.chiba.lg.jp/koufuku/kaigohoken/senmonin/kaigoshien/koushinkensyu.html

https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=6568442f4a7ba14f91a72d8b
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運営推進会議について
運営推進会議は、地域密着型サービス事業所が、利用者、地域包括支援センター又は市職員、地域住民の
代表者等に対し、提供しているサービスの内容等を明らかにすることにより、地域に開かれたサービスと
することで、サービスの質を確保することを目的として設置するものです。

介護保険制度の改正に伴い、平成2  8  年4  月1日から、地域密着型通所介護事業所及び認知症対応型通所
介護事業所においても運営推進会議の設置が義務づけられました。

なお、会議には地域包括支援センター又は市職員の出席が望ましいですが、やむを得ない事由等があり　
不参加となってしまった場合でも、開催は認められます。（※）

利用者・利用者家族

地域住民代表

市職員 地域包括支援
センター職員

サービス種別 開催頻度

認知症対応型共同生活介護 おおむね２か月に１回以上

地域密着型特定施設
入居者生活介護

おおむね２か月に１回以上

小規模多機能型居宅介護 おおむね２か月に１回以上

看護小規模多機能型居宅介護 おおむね２か月に１回以上

認知症対応型通所介護 おおむね６か月に１回以上

地域密着型通所介護 おおむね６か月に１回以上

運営推進会議の開催頻度

事業所

（※）外部評価の実施回数の緩和を受けたい場合は、　
　「いすみ市外部評価の実施回数の緩和の適用に係る事務取扱要領」
　第２条第２項の要件を確認
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運営推進会議に関する規定
いすみ市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例から一部抜粋

〈地域密着型通所介護の例〉

( 地域との連携等)
第59条の17 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、
地域住民の代表者、市の職員又は当該指定地域密着型通所介護事業所が所在する区域を管轄する法第1 1 5条の4 6第1項に
規定する地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会( テレビ電
話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活
用について当該利用者等の同意を得なければならない。) ( 以下この項において「運営推進会議」という。) を設置し、お
おむね6月に1回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議
から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

2  指定地域密着型通所介護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を
公表しなければならない。

〇議題に関する事項に規定はありませんが、いすみ市は「ヒヤリハット・事故報告」を入れていただいております。

・活動状況の報告（利用者数、利用者の平均要介護度、行事やイベントの開催状況、地域との交流状況等）
・職員研修の実施状況 ・運営指針について ・ヒヤリハットや事故等の件数の報告と防止に向けた改善策
・運営上の課題（利用者不足を除く）について ・利用者の健康管理に係る事業所の取り組み（インフルエンザ等感染症対策等）
・前回の運営推進会議で聴取した要望・助言への対応の報告 など

【議題参考例】

利用者様が普段行うレクの体験、利用者様が摂られている食事の提供、事業所内の見学等を行っていただいた事業所様もご
ざいます。
ご利用者様のご家族や地域住民の方が、サービス内容や事業所様の雰囲気を知れる良い機会としていただければと思います。



介護職員等処遇改善加算とは

これまで3種類あった介護職員等への処遇改善に関する加算が一本化され、創設された加算です。
2024年度の介護報酬改定にて創設されましたが、他の加算等と違い、（新）介護職員等処遇改善加
算の施行日は2024年6月1日となっています。
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介護職員処遇改善加算
（Ⅰ）～（Ⅲ）

介護職員等
特定処遇改善加算

介護職員等
ベースアップ等支援加算

特定処遇
改善加算
（Ⅰ）

特定処遇
改善加算
（Ⅱ）

ベースアップ等支援加算

処遇改善加算
（Ⅰ）

特定処遇
改善加算
（Ⅰ）

特定処遇
改善加算
（Ⅱ）

ベースアップ等支援加算

処遇改善加算
（Ⅱ）

特定処遇
改善加算
（Ⅰ）

特定処遇
改善加算
（Ⅱ）

ベースアップ等支援加算

処遇改善加算
（Ⅲ）

1（新）介護職員等
処遇改善加算 ２

３

キャリアパス要件 ⇒ 任用要件・賃金体系、研修の実施等 etc…

月額賃金改善要件 ⇒ 一定以上の加算額を賃金改善に充てる

職場環境等要件 ⇒ 入職促進取組、資質向上・キャリアアップ

これまでの処遇改善に関係する加算

〇要件を再編・統合し一本化 〇加算率引上げ

新たな算定要件

イメージ図
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要件概要
介護職員処遇改善加算要件

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

➀月額賃金改善
要件Ⅰ

新加算Ⅳの加算額の１/２以上の
月額賃金改善

新加算Ⅳの加算額の１/２は職員の月額賃金改善
に充てること。

● ● ● ●

②月額賃金改善
要件Ⅱ

旧ベースアップ加算相当の2/3以
上の新規の月額賃金改善

旧ベースアップ等加算を算定していなかった事
業所のみ確認。

〇 〇 〇 〇

③キャリアパス
要件Ⅰ

任用要件・賃金体系の整備等
職員の任用要件、それに応じた賃金体系を作り
書面で職員への周知を行うこと。

● ● ● ●

④キャリアパ
要件Ⅱ 研修の実施等

職員の資質向上のため研修計画を作り、能力評
価を行う。
また、これを職員へ周知すること。

● ● ● ●

⑤キャリアパス
要件Ⅲ

昇給の仕組みの整備等

勤続・経験年数、資格の取得等に応じて昇給す
る仕組みを設定すること。
また、これを職員へ周知すること。

● ● ●

⑥キャリアパス
要件Ⅳ

改善後の賃金要件（440万円一
人以上）

経験・技能のある職員の少なくとも１人以上は
年額４４０万円の賃金とすること。

● ●

⑦キャリアパス
要件Ⅴ

介護福祉士等の配置要件 必要な人数の介護福祉士の配置。 ●

⑧職場環境等
要件

区分ごとに１以上の取組
（生産性向上は２以上）

決められた取り組みの中から、１つ以上に取り
組む。
生産性向上については２つ以上取り組む。

● ●

区分ごとに２以上の取組
（生産性向上は３以上）

決められた取り組みの中から、２つ以上に取り
組む。
生産性向上については３つ以上取り組む。

● ●

ＨＰ掲載等を通じた見える化
（取り組内容の具体的記載）

ホームページで介護職員等処遇改善加算の取組
内容を公開していること。

● ●
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キャリアパス要件

➢キャリアパス要件Ⅰ（任用要件・賃金体系）
以下の（1）（2）（3）を満たすこと。

（１）介護職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に
応じた任用等の要件（介護職員の賃金に関するものを含
む。）を定めていること。

（２）（１）に掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体
系（一時金等の臨時的に支払われるものを除く。）について
定めていること。

（３）（１）及び（２）の内容について就業規則等の明確な根
拠規程を書面で整備し、全ての介護職員に周知していること。

➢キャリアパス要件Ⅱ（研修の実施等）
以下の（１）（２）を満たすこと。

（１）介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換
しながら、資質向上の目標及びa又はbに掲げる事項に関する
具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修
の機会を確保していること。

ａ 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術
指導等（OJT、OFF-JT 等）を実施するとともに、介護職員の
能力評価を行うこと。

ｂ 資格取得のための支援（研修受講のための勤務シフトの調
整、休暇の付与、費用（交通費、受講料等）の援助等）を実
施すること。

（２）（１）について、全ての介護職員に周知していること。

➢キャリアパス要件Ⅲ（昇給の仕組み）
以下の（１）（２）を満たすこと。

（１）介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組
み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けてい
ること。
具体的には、次のａからｃまでのいずれかに該当する仕組みである
こと。

ａ 経験に応じて昇給する仕組み
「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みであること。
ｂ 資格等に応じて昇給する仕組み
介護福祉士等の資格の取得や実務者研修等の修了状況に応じて昇給
する仕組みであること。ただし、別法人等で介護福祉士資格を取得
した上で当該事業者や法人で就業する者についても昇給が図られる
仕組みであることを要する。

ｃ 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みであ
ること。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されている
ことを要する。

（２）（１）の内容について、就業規則等の明確な根拠規程を書面で
整備し、全ての介護職員に周知していること。

➢キャリアパス要件Ⅳ（改善後の賃金額）
経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善後の賃金の見
込額（新加算等を算定し実施される賃金改善の見込額を含む。）が
年額440万円以上であること。

➢キャリアパス要件Ⅴ（介護福祉士等の配置）
サービス類型ごとに一定以上の介護福祉士等を配置していること。
具体的には、新加算等を算定する事業所においてサービス提供体制
強化加算ⅠまたはⅡを算定していること。

。キャリアパス要件は、賃金体系や研修実施、昇給の仕組みなど、職員のキャリア設計を目的とした取組
の要件です。



介護職員等処遇改善加算に関する算定要件について②

３｜ 介護職員等処遇改善加算④ Page9

月額賃金改善要件

➢月額賃金改善要件Ⅰ
新加算Ⅳの加算額の2分の1以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当で賃金改善に充てること。

【例】地域密着型通所介護事業所が要件を満たすためには、新加算Ⅳの加算率６.４%のうち1/2以上の賃金引き上

げが必要となるため、加算率における３.２%分を基本給もしくは毎月支払われる手当に上乗せする必要があります。

➢月額賃金改善要件Ⅱ

令和6年5月31日時点で現に旧処遇改善加算を算定しており、かつ、旧ベースアップ等加算を算定していない事業所

が、令和8年3月31日までの間において、新規に介護職員等処遇改善加算（新加算）ⅠからⅣまでのいずれかを算定

する場合

初めて新加算ⅠからⅣまでのいずれかを算定し、旧ベースアップ等加算相当の加算額が新たに増加する事業年度に

おいて、当該事業所が仮に旧ベースアップ等加算を算定する場合に見込まれる加算額の3分の2以上の基本給等の引

上げを新規に実施すること。

その際、基本的には当該基本給等の引上げは、ベースアップにより行うこと。

※令和6年5月以前に旧3加算を算定していなかった事業所及び令和6年6月以降に開設された事業所が、新加算Ⅰか

らⅣまでのいずれかを新規に算定する場合には、月額賃金改善要件Ⅱの適用を受けないこととされています。

サービス区分 加算率 サービス区分 加算率

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 14.5% 認知症対応型共同生活介護 12.5%

地域密着型通所介護 6.4% 地域密着型介護老人福祉施設 9.0%

小規模多機能型居宅介護 10.6% 看護小規模多機能型居宅介護 10.6%

新加算Ⅳの加算率
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職場環境等要件
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職場環境等要件
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旧３加算からの新加算一本化への移行措置

旧３加算 取得事業所

➀介護職員処遇改善加算

②介護職員等特定処遇改善加算

③介護職員等ベースアップ等支援加算

新加算Ⅰ~Ⅳ

新加算Ⅴ（※）

新加算Ⅰ~Ⅳ

新加算への
即移行が困難

新加算への
即移行が可能

令和６年６月~令和７年３月 令和７年４月以降

1 キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

⇒R6年度中は、R6年度中（R7.3末まで）に対応することの誓約で可

２ 月額賃金改善要件Ⅰ

⇒R6年度中は猶予期間、Ｒ7年度適用に向けて計画的な準備を！

３ 職場環境等要件

⇒Ｒ６年度中は、旧処遇改善、旧特定処遇改善加算の要件を満たす取り組みを実施でＯＫ
Ｒ７年度から職場環境等要件で必要な項目は増加

※新加算への即移行が困難な事業所の加算率 及び 算定要件
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